
 

 

「業務委託」における最低制限価格制度の試行について 

 

 

 

１． 趣旨 

過度な低入札受注を防止し、公共工事等に係る業務成果の品質及び

履行を確保するため、業務委託において、最低制限価格制度を試行する。 

 

 

２． 試行対象 

（公募制）指名競争入札により発注する「業務委託」の案件 

    （主な業種） 

建築設計、土木設計、設備設計、測量、土質調査、都市計画・交通関係調査業務、

土木・水系関係調査委業務、市場・補償鑑定関係調査業務、管渠清掃、下水道管路

調査業務、道路・公園管理、浄水場・処理場機械運転管理、その他 

 

 

３． 制度内容 

予定価格に対して最低制限価格を設定し、これを下回った者を失格と

して取り扱う。最低制限価格の算式については非公開とする。 

なお、予定価格については、事後を含めて非公開とする。 
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